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【機密性２】議 事

１．道路の老朽化対策に関する取り組みの経緯 （資料１）

２．跨道橋連絡会議の位置づけ （資料２）

３．道路法外の跨道橋の点検状況および今後の予定 （資料３）

４．跨道橋の耐震補強等の推進について （資料４）

５．道整備交付金の概要について （資料５）

６．その他 （資料６）
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【機密性２】１．道路の老朽化対策に関する取り組みの経緯
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笹子トンネル天井板落下事故 資料１
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【機密性２】「道路メンテナンス会議」について

地方公共団体の三つの課題（人不足・技術力不足・予算不足）に対して、国が各都道府県と連携して、支
援方策を検討するとともに、それらを活用･調整するため、『道路メンテナンス会議』を設置

・地方公共団体における三つの課題（人不足・技術力不足・予算不足）により、点検が進まない、点検結果
の妥当性が確認できない、適切な修繕等が実施できない。

・国が各都道府県と連携し、『道路メンテナンス会議』を設置する。

〈体制〉

都道府県毎に以下の構成員により設置

・地方整備局（直轄事務所） ・地方公共団体（都道府県、市町村） ・道路公社

・高速道路会社（NEXCO、首都高速、阪神高速、本四高速、指定都市高速等）

〈役割〉

① 研修・基準類の説明会等の調整

② 点検・修繕において、優先順位等の考え方に該当する

路線の選定・確認

③ 点検・措置状況の集約・評価・公表

④ 点検業務の発注支援（地域一括発注等）

⑤ 技術的な相談対応

これまでの問題点

新たな対応

秋田県道路メンテナンス会議の状況 8
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【機密性２】

◆平成２６年度

○「定期点検要領」の策定
（道路橋、道路トンネル、シェッド,大型カルバート等、横断歩道橋、
門型標識等の直轄、自治体版の要領を策定）

○各県道路メンテナンス会議の開催 （全３回開催）
・会議の立ち上げ、設立趣意、規約等の承認
・橋梁やトンネルなどの５カ年の点検計画を策定、公表 等

○直轄診断の実施
（緊急かつ高度な技術力を要する橋梁等を対象に実施）

○メンテナンスに関する研修の実施
（各県において、橋梁・トンネル等の研修を実施）

○老朽化に関する広報の実施
（ホームページの開設、パネル展示などを実施）

○東北地方連絡会議、跨道橋連絡会議の開催
（跨線橋、跨道橋等に関する連絡調整会議を実施）

◆平成２７年度

○各県道路メンテナンス会議開催(全３回開催）
・平成２６年度点検結果の公表 等

○大規模修繕・更新補助制度の創設
（地方公共団体の管理する道路施設について集中支援）

○道路メンテナンス年報の公表
（点検計画・結果等の見える化）

○研修、広報
（継続実施）

【道路メンテナンス会議のこれまでの取組み状況】

▲道路メンテナンス会議 青森県開催状況

▲国民への発信（パネル展の実施状況）

▲直轄診断実施状況（福島県下郷町 沼尾シェッド）

9平成28年度も継続実施
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【機密性２】２．跨道橋連絡会議の位置づけについて

【平成２５年５月社会資本整備審議会道路分科会
道路メンテナンス技術小委員会より抜粋】

道路には、道路構造物のほかに、道路管理者以外の者が設置する、電柱や下水管等の道
路占用物件がある。これまで、その適切な維持管理については関係法令等に基づき、一義的
に占用事業者が行うものとされてきた。

しかしながら、道路利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から、その損傷に
より特に道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのある占用物件については、道
路構造物と同様に道路管理者においても、占用事業者とともにその安全性の確認が徹底さ
れるような仕組みの構築に取り組むべきである。
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【機密性２】

道路橋（農道）

道路橋（林道）

道路橋（私道）

道路橋（公共用道路）

道路橋（法定外公共物）

歩道橋（私道）

歩道橋（法定外公共物）

水管・水道橋（上水）

水管・水道橋（下水）

水管・水道橋（工業用水）

水管・水道橋（農業用水）

水管・水道橋（法定外公共物）

物資輸送橋

道路法道路以外の橋梁の種類

道路橋

歩道橋

水路橋
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【機密性２】

（構造に関する基準）

第12条 法第32条第２項第４号に掲げる事項についての法第33条第１項の政令で定める基準は、次のと
おりとする。
一 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 倒壊、落下、剥離、汚損、火災、荷重、漏水その他の事由により道路の構造又は交通に支障を及ぼ
すことがないと認められるものであること。

三 橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、当該橋又は高架の道路の強度に影響を与えない構
造であること。

道路占用に関する法律・政令

（道路の占用の許可）

第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用し
ようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 ＜中略＞

２ 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しな
ければならない。

占用に関する法律

占用に関する道路法施行令

（工事の調整のための条件）
第三十四条 道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合にお
いて、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めると
きは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事若しくは他の
道路占用者の道路の占用又は 道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条
件を附することができる。この場合において、道路管理者は、あらかじめ当該申請に係る道路の占用に
関する工事を行おうとする者又は他の道路占用者の意見を聞かなければならない。
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【機密性２】３．道路法外の跨道橋の点検状況および今後の予定
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資料３

※緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋（道路法外）のうち、鉄道橋を除く

施設毎の内容は別紙参照

うち近接 うち近接 報告率

高速 27 27 24 100% 89% 23 85% 4 5 8 8 3 4

直轄 0 0 0 － － 0 － 0 0 0 0 0 0

地公体 8 4 3 50% 38% 2 50% 0 0 0 2 3 0

道路公社 2 2 2 100% 100% 0 0% 0 0 0 1 1 0

37 33 29 89% 78% 25 76% 4 5 8 11 7 4

下
の
管
理
者

合計

H33
以降

点検計画

上の管理者（跨道橋管理者）

法定外
跨道橋数 H28 H29 H30 H31 H32点検率点検数

過年度の点検実施状況

点検
報告



第3者被害の防止は各施設管理者の責務。適切な点検をお願いしたい。
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【機密性２】<跨道橋（法定外）の安全性を確保するためのスキーム> 

■問題点
・跨道橋（法定外）の施設管理者（占用者等）が点検を未実施。
・点検後の報告が無い。
・点検報告書から損傷箇所が把握出来ない。
（遠望目視による点検、報告書で損傷状況が確認出来ない 等）

以上から、跨道橋下の道路管理者が適切な措置の指示が出来ない。
⇒ 対応の遅れによる第３者被害の発生を懸念

■対応案
①施設管理者は点検計画を策定し、点検後は損傷状況が分かる内容を
道路管理者に報告。
※点検時に異常等が確認された場合、速やかな報告が必要。
※報告に際しては、点検要領に基づく記録様式の活用が望ましい。

②道路管理者は、点検結果を確認し、必要な措置を指示。
※措置等の対応については必要に応じ、メンテ会議事務局を活用

③点検計画及び点検結果、及び措置の状況・予定等は今後の跨道橋連絡会議
により、逐次フォローアップを図る 20
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【機密性２】

県技術
センター

市町村

《東北地方整備局》

道路部 022-225-2171（代表）

高度な技術を
要するもの

支援

東北地方整備局道路部では、道路施設の点検や保全関係の技術的課題に係る自治体から
の疑問や相談に対応する窓口として、『道路メンテナンス技術相談室』を設置しております。
東北技術事務所や県と連携し、市町村への技術的・財政的（交付金等）支援を行っていきます。

道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

技
術
相
談
室

〔相談窓口・財政的支援〕

室長：高橋地域道路調整官
内4118

大場地域道路課
課 長
内4611

十枝内地域道路課
課長補佐
内4612

副室長：山口道路保全企画官
内4121

橋梁担当
岩渕保全官
内4123

舗装/トンネル担当
石津保全官
内4124

土工構造物/附属物担当
福士保全官
内4122

高橋道路保全企画係長
内4446

〔 技術的支援総括〕

県

相談
支
援

支援
目的

内容

支援

相談

総点検、定期点検促進

連
携

【技術的支援】
東北技術事務所

022-365-8211 （代表）

国総研
CAESAR

高度な技術を
要するもの

橋梁保全技術チーム
舗装保全技術チーム
トンネル保全技術チーム

Ｃｏ構造物品質向上支援チーム

技
術
的
支
援

連携

連携

相
談 予防保全、修繕に係る技術

的課題の解決

『道路メンテナンス技術相談室』

『道路メンテナンス技術相談室』

（交付金等）

津田事業係長
内4626
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【機密性２】４．熊本地震を踏まえた耐震対策の推進について
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（資料抜粋）
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（資料抜粋）
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【機密性２】５．道整備交付金の概要
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